
「習志野市文教住宅都市憲章」の誕生 

   （昭和４５年４月１日 広報習志野 より） 

全市民が願うまちづくりの指導理念 

3月に開かれた昭和 45年第 1回定例市議会で、各方面から注視される中に『文教住宅都市』が誕生し，『公害

防止条例』が制定されました。 

このことにより 70年代の劈頭昭和 45年度は、わたしたちのまち習志野市にとって、住民福祉に徹する新しい

時代を築くスタートの年となりました。 

押寄せる都市化の波の中で全市民が住民自治の名のもとに自らの目標を持ち、真に自らの手でまちづくりを推

進する必要にせまられているとき、この”憲章、と”条例、が、今後の習志野市の歩むべき方向を明確に示す大きな

指標となるにちがいありません。 

そして、この目標のもとに全市民が一体となり、明るく平和なまち習志野を築いていこうではありませんか。 

 

習志野市の現況と制定の理由 

昭和 29年 8月 1日人口 32401人で市政施行した習志野市は、本年で 16年になります。 

近年、首都圏の爆発的な膨張の彼にもまれ、県内の各市で最も面積が狭いところへ、急な人口の流入によっ

て、人口密度 1平方キロ 6263人という過密都市と化してまいりました。 

その間、財政的見地から昭和 35年に東習志野地区に四大企業を誘致し、昭和 42年度には、一転して国の住

宅政築の名のもとに袖ケ浦団地が造成され、今日千世帯 14000人の入居者をみるなど、ペッドタウン化してまい

りました。 

一方、内陸部においてもスプロール化（無秩序なひろがり）をさけられず、このままでは町全体がますます過蜜

化のウズに巻きこまれてしまいます。 

そして、目前にせまった大規模な京葉港開発をはじめ、次々と国、県の開発計画が周辺をとりまいているのが

実情で、習志野市の運命がどのように変わっていくかわかりません。 

こうしたとき、何よりも将来へかけて、まちづくりの不動の目標設定が要望されてまいります。 

「文教住宅都市憲章」は、この目標をはっきりうたった市行政の指導理念の集大成であります。 

このような習志野市の置かれた情勢から、何としても住民自治を守るために、「憲章」を必要とする時期でありま

すが、一方、次のような形式面的要請からも同時に検討を加えてまいりました。 

すなわち、一つは昨年 8月 12日付の「習志野市・長期計画審議会」の答申によるものであります。 

それは、まちづくりの目標を具体化するものとして『文教住宅都市としてのビジョンを打ちだす”憲章”の制定を換

討されたい』という主旨のものでした。 

さらにもう一つは、改正された地方自治法の第 2条第 5項において『市町村はその事務を処理するにあたって

はその地域における総合的かつ計画的な行政の運営をはかるための基本構想を定め、これに即して行なうように

しなければならない』として、議会の議決事項にしてあります。 

 

都市憲章の持つ意味 



まちづくりのかなめは、市民のみなさんが健康で気持ちよく日常生活ができるように工夫きれていなければなり

ません。 

都市憲章はそのような「まち」を築くための目標を定め、心がまえと方法を掲げております。 

まず憲章の前文では、習志野市が都市をしての機能を保ってゆくうえで、その支えとなる条件について明示し、

まちづくりの目標を具体的に宣言しております。 

つきに本文ですが、これは前文の意志を受けて、まちづくりの具体的な目標を定め、これに参画する全市民と市

長および関係機関のそれぞれの役割を定めております。 

習志野市は、京葉地帯ではもとより千葉県の中にあってさらには首都間の一の中でも、極めてユニークな都市

としての存在理由を明羅にしようとするものであります。 

教育、文化にふさわしい環境を軸として住居、職場、レクリェーション、交通という部市の機能が相互関係的な位

置を占め、それが文教住宅都市として一体を形成している都市の建設が目標であることを各条項は意図しており

ます。 

市民および関係機関のつとめはまさに住民自治に徹する市政の基本的条件であり、民主主政治の具体化にほ

かなりません。 

都市憲章の施行日は、市長が、別に定める日から施行いたしますが、これは十分な P・Rによって、市民のみな

さんのご理解をいただく期間をとろうとするためです。 

さらに、この憲章の精神にのっとったまちづくりのための各分野にわたる政策に必要な項目は、今後、きめこま

かく定めていく決意をかかげて全十カ条の結論としております。 

 

都市憲章とは 

「都市憲章」とは。都市の横能。組織体の駅本方針を規定するもので。その内容に地域性。独創性、伝統性を

も、まちづくりの共通課題を定めるものです。 

一方、これに似たものに「市民憲章」または「都市宜言」がありますが（これを類似部市熱といいます）、これは。

簡単スローガンなり、文章をもって、市民の守るべき基準を表現し、愛市精神の高揚を守るもので、現在全国 146

市において採用されています。 

本市の「文教住宅都市意章」は、市民憲章的なものを加味しながら。都市憲章本来の姿で、都市の機能。組織

の成立基礎として、自治行政の根本方針を恒久的。普遍的に規定する。 

いわば、「都市の憲法」、ともいえるもので、全国で初めてのケースです。 

 

制定の経過 

①昭和 44年 8月 12日 

「習志野市長期計画審議会」より、文教住宅都市としてのビジョンを打ちだす憲章の制定を検討せよ、という答 

申がされました。 

②ただちに、企画室企画課において調査、検討のうえ、草案の作成にはいり、45年 1月、同議会に検討を依頼し

ました。 



③ さらに、市役所内全部の部課長、係長による討論会、職員間の学習グループによる討議により、草案に対す

る意見取を行ないました。 

昨年 10～11月に全市 26会場で開いた町づくりについての「市民と市長の懇談会」では主要テーマとして話し

合いました。 

⑤その間、3回にわたる審議会、職員の意見をもとに修正改善し、最終案を作成、3月定例市議会に提案。 

市議会では、本会議ならびに総務常任委員会において、あらゆる角度から熱心に検討が加えられ、賛成多 

数で可決されました。 



 


